
 

氏名の振り仮名の届出の届出期間の終了及び氏名の振り仮名の申出について 

 

            令和８年５月２６日 

 

 

戸籍法（昭和 22 年法律第 224 号）の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」（令和 5 年法律第 48 号。以下「改

正法」といいます。）が令和 7 年 5 月 26 日に施行され、同日以降、氏名の振り仮名の届出を行う

ことができましたが、その届出期間が令和 8 年 5 月 25 日に終了しました。 

 

 令和 8 年 5 月 26 日以降、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります

が、氏名の振り仮名の届出を行っておらず、市町村長により氏名の振り仮名が戸籍に記載されな

かった場合は、氏名の振り仮名についての申出をすることができます。 


